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多角的公企業と共同費用

一一ーT.V. A を伊jとLて一一

仁連 孝 昭

I 序

19世紀後半から20世紀にかけ(，資本主義の発展が生みだしたもの白一つは，

巨大な単位の経営体である。資本主義的蓄積が準備してきた都市の膨張，労働

力の集中，交通の発達，技術の進歩のなかで，巨大企業は生れ，そこで新たな

その行動様式を編みだ Lたのである。

チャンドラ は， 19日日年以後の巨大産業が採用した経営戦略と Lて，第 11土 p

同一市場における既存製品系列の拡張句第2に，遠隔地の新市場開拓もしくは

原材料供給源の確保，第 3に，異種の市場に対する多様な新製品の開発を挙げ

ているへこれらのうちで多角化の導入が，巨大企業の新たな経営技術の生成

に最も大きい影響力を与えたものであった。爆薬会社から総合的化学会社に発

展を遂げた先駆的な巨大企業，デュポン社の場合，多角化へ踏み込ませたもの

は， 第一次大戦中に異常に膨れあがった物的・資金的・人的経営資源であった230

これら経営資源の集中は， 方では企業財務の固定費部分を大きくし，損益分

岐点を押上げ，企業の財務ポジ Y ョンを悪化きせる要因となるが，他方ではそ

の生産力要素をうまく組み合せることによって，新たな生産力の獲得を可能に

する条件になるヘ

1) Alfred D. Chandler， Jr.， Strategy and Structu四 Chattersin the Histo叩 oj-lndustria[

Elltertn同 1962，三菱経済研究所訳『経営戦略と組織Jt1967:年， 56ページ。

2) 向上書" 90ペジu

3) 例えば，デムポン社が合成皮革の生産に若手できたのは，黒色火薬製造の技術と生産施設を利
用できたからである。水野五郎 rE.Iデュボン社と生産の多角;IoJ，大塚・安藤松田 関口

編 r資本主読の形成と発展Jl1968年所収M
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そして，この多角化という新たな経営戦略は，それを遂行する過程で，それ

に最も適合した組織形態である分権的事業部制とともに，多角化を遂げた複合

的企業に適合した計数管理制度すなわち標準原価計算制度と予算統制を整えて

きたのであった"

ここでとりあげる多角化が，異種の財および用益，すなわち結合生産物 (jo-

int products) をつ〈りだすために， 単一の共同した労働過程を前提とする

ならば円例えばデュポン社のように， 黒色火薬製造技術を合成皮革の製造に

応崩し，黒色火薬プラントをすべて合成皮革プラントに改良転換することは，

この意味での多角化には入らない。反対に，第 次の生産過程が同ーであり，

そこからの中間生産物を利用して異種の最終生産物を同ーの経営内において生

産する場合に，上でしめした多角化が行われるのである。私たちが厳密にこの

ように多角化を定義するのは，多角化とし、う現象上りも多角化に上って発生す

る共同費用 (jointcC)s t)という新しい費用概念に着目するからであり，この

費用を資本主義企業がどのように管理するかという問題に迫るためである。

しかし， このように多角化を定義すると，チャンドラーが多角化を太企業の

主要な経営戦略としたにもかかわらず，それが私企業においてあまり進展して

いないことがわかる。そこで，上述した本来の意味での多角化，すなわち結合

生産とそれが管理に与える影響を，共同費用の管理問題を通じて検討するのが

本稿の課題である。そして， この課題を明らかにするために，アメリカにおけ

る最初の巨大公企業の つである TVAをとりあげる。公企業としての TVA

をとりあげる意義は次の点にある。

4) 下川浩 「事業部制の成立と財務管'll!'-GM社の財務管理方式の歴史的韓討を中心に一~H
口J W富大陸済論集J1:1書 4号， 14巷 2号， 19晒年，山辺六良部『原価計算論j]1961年， 271-81ペ

シ。

5) クラ クは結合生産物を異なる市場に向う生産物の組み合せと定義しているが，むしろ異怠る
使用価値をもっ生産物の組み合せと定義した方がよい。なぜならば，同ーの使用価値をもっ小麦
粉の生産において，その物量単位を変える ζ とによって，卸廃市場と小売市場という異なる市場
へその生産物は向うからであり，その場合は結合生産物のための共同費用(jointcost)の問題
は容易に解決司能な問題となるからである。].Maurice Clark， Studies山 theEconomicsザ

Overhead Cm-，ね， 1923， pp. 98-103 
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第 1に， TVAは大規模な多目的ダム群〔結合生産過程〕によって水運・洪

水調節・電力便益を生みだし，さらにその電力によって肥料を生産する典型的

な多角企業，総合的開発公社であるへそれがゆえに単一の用益の生産だけか

ら生じるのではなく，結合生産によってはじめて生じる大規模な共同費用の管

理が，その経営上はじめて重要な問題となった事例を TVAが提供するからで

ある。

第 2に， TVAが公企業であるがゆえに，その共同費用の管理の行方を唯か

めることによって，なぜ私企業において，乙のような多角化が進展Lえなかっ

たのかとし寸根拠が明らかとなり，またアメリカの典型的な公企業の一つであ

る TVAの多角化，ジョイント・オベレーションの意義と限界が明らかとなる

からである。

11 公企業のジョイント・オベレーション

本格的な多角的公企業ら多目的公企業の成立である1933年の TVAにいたる

結合生産，ジョイント・オベレーンョンの経過は詳しく知らされていないが，

マロットの研究は貴重な資料を提供している。彼は，ジョイント・オベレーシ

ョンが都市公益企業において広まってきているという事実に注目し，それは経

済性という点で優位性をもっている反面，その費用の適正な配賦が難しいとこ

ろに欠点があるとして，そのことが結合事業の一方を他方の寄生体にする危険

性を引きだすことになると述べている。また，それを回避するために，厳密な

会計処理の方法が必要であるとしている口。

マロットはその会計処理の手続まで展開していないが，結合企業の傾向を分

析している。彼の分析によると，ウィス~ンシン少11のほとんどの都市所有電気

6) TVA法出来は， TVA白目的とし-C1)洪水調節， 2)オ3畢開発， 3~発電， 4)限界地の適正利
用， 5)植林 6)流域住民D福祉を挙げている.また同法14長比そり共同費用をアロケ トする
目的として，洪水調節，水運，電力，国防，肥料を挙げている。 Herm叩 Finer，The T. V. 
A.， 1944. Appendix: The Tennessee Valley Authority Act， pp. 277-8， 285 

わ OrthMalotto. “Joint Operation of Municipal Utilities in Wisconsin，" Journa1 (!I 
PuMic Utilities and Land Econonu"cS， Vol. VI. No. 2. 3， May， August 1930 
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公益企業が水道事業と結合されて経営されている。そしてその結合の比率は

1911年から1926年まで増加し続けている。

表1 電気と水道り結合企業数の比率

1911 1916 ]919 1922 1926 

総 計 71.9(%) 67.0C芦〉 73.8C財〉 81.3(弼〉 86.2(%) 

9t 電 11ヲ 態 日]

蒸 気 72.5 65.9 84.2 95.0 100.0 

71< 力 75.0 92.3 70.6 76.9 76.9 

ガス 石油 普 33.3 33.3 50.0 100.0 

購 入 66.7 68.2 77.8 80.7 85.5 

間l 市 人 口!J1J

500 以 下 100.0 42.9 20.0 22.2 16.7 

500 ~ 1，000 54.5 70.6 61.5 80.0 80.8 

1，U01 "-' 1，500 100.0 61.5 89.G 81.3 93.3 

1，501 ~ 2，0口0 50.0 69.2 92.9 92.3 100.0 

2，001 ~ 3，000 87.5 100.0. 100.0 100.0 100.0 

3，000 以 l 上 100.0 81.8 92.3 95.0 94.7 

1) ホ印はデータなし。
2) 州内総電気公益企業に対する結合企業四比車を表示.
3) 発電形態別の区別は，配電量の50%以上購入に頼るも0を購入， 50%以上を自己発電ナるも
のを，そ由形態!~IJに分類した。
Source 恥l.Ialott，opαt.， p. 197 

その特徴として挙げられるものは，第1に，表1からもわかるように，都市

人口の大きい電力プラントの方が結合率が高いということである。同じことを，

発電形態別の結合比率も物語っている。水力プラントは他のプラントと較べて，

普通小規模なプラントであり， 1926年でそれが76.9%と最も小さい比率をしめ

しているのがそれである。第 2に， ζのジョイント・オベレーションによる経

済性は，電気事業のピーク時以外の電気を揚水のためのポンプ運転に利用する

乙とから生じるものであること。それは需要弾力性のない水力を原動力とする

よりも，蒸気力の発電の方が揚水には好都合であることをしめしているペ第

8) lbid.， pp. 197-8 
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3に， 1926年の対資産額営業収益率〔資本収益率)は， 水道事業で11.0%であ

り，資本回転率は 9年に l度になるが， 電気事業では43.2%でzy，に1度とな

る。したがって，ジョイント・オベレーションは，電気事業に較べて施設費が

大きく収益率の悪い水道事業にとっての経済性を確保する手段にはなるが，こ

れは電気事業が水道事業の収益をカハーするための正当でない事実上の補助金

を後者に与えることになると， マロットは批判しているぺまた，この最後の

点は，ジョイント・オベレーションがなぜ私有公益企業では問題とならず，都

市所有の公益企業 E問題になるりかを説明している。つまり，私企業であれば

電気部門の高い収益率を下げてまで，収益率の低い水道部門には進出しないの

である。

TVAは， 上述の都市公益企業のように，水道事業を独立採算のベースに乗

ザるために電気にそれを結合させてい勺たという形態ではなし最初からい〈

つかの事業目的を付与された総合的な公企業として出発した。 TVAが水運・

洪水調節・発電をその河川管理のなかで統合して行うことになったのは，ハイ

ダムを利用した河川管理が発電にとっても望ましい形態であると同時に，テネ

シー)11の水運と洪水調節目的の達成のためにも，それが望ましいものであるこ

とが，技術的にも確かめられたからである。

まず，テネシー川のはじめての包括的な調査報告である， 1930年の陸軍工兵

隊が準備した 1308号報告」は， 1テネシー)11の水資源の完全な開発のためJの

計画案として 7基のハイダムからなるシステムと32基のローダムからなるシ

ステムを提案し，工兵隊は後者を勧告した。そして，前者に約 2億 5千万ドノレ，

後者に約7千 5百万ドノレの費用を見積った'"ζの報告でのローダム・システ

ムは可動堰屍によって，最小幅1207ィ一人 最小深 97ィートの水路開発を

考えていたが，TVl¥の後の調査によると 9フィー l喫水の船舶の通運のた

めには， そのま見棋を300フィート幅， 11フィート深に拡張しなければならない

9) lbid.， pp. 3θ7-10 
10) Finer. o.ραt.. p. 6 
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ことがわかった。これによって， ローダム"'/ステムの費用を計算すると" 1 

億3474万ドルとなった。 しかし， この費用には， すでに建設されていたウィ

ルソング、ムに替るローダムの建設費用及び" TVA のハイダム・システムより

も高〈っくその維持管理費が省かれていた。この費用までも含まれるとすると，

それは 2億403万ドルになるH)。 しかも， このシステムによると，水流が速〈

なるので，航行のためにより多くの時闘を要L.より大きい曳船の能力を必要

とすること。浅瀬や幅の狭い水路ができるので，航行を阻害するとと。水深の

変動が大きしそのため，停舶施設費用の大きいことなどから，洪水時の航行

が中断される場合が多くなる乙と。本川の改良によって支川の可航能力はそれ

ほど高まらないことなどの欠点があげられる'"

このように，テネシー川の水運目的の達成のためには，ハイダム・システ人

の望ましいことが費用的にも技術的にも明らかとなった。

次いで，洪水調節目的の達成についてはどうであろうか。テネンーJIIの洪水

調節はチャタヌ ガ(テネシー州〕を洪水から護ることに置かれ，直接全流域

を対象と Lたものではなかった'"'。そこで， 930万エーカー・フィートで7日間

の湛水量となる毎秒73万立方フィ トのピーク流量に対する洪水防禦が考えら

れた。その方法として，貯水池，堤防，捷水路および水路改修が代替案として

あげられたが，後二者については，費用と立地場所，および効果の点で代替案

から省かれ，貯水池と堤防の建設がその解決手段として選ばれた。しかしなが

ら堤防だけで洪水防禦をする場合，堤高が高くなるにつれて，その費用は加

速度的に増し，その上チャタヌーガでは77フィートの堤防を必要とするが，そ

れが60フィートを越えると技術的に危険であることがわかった。他方，貯水池

の建設でも，ほんの数フィート堤防を低くするための流量調節にはあまり費用

11) John s. RanSmeIeI， Tennessee Valley Auth07ity: A 山間 Study四 Economicsot 

.I.Vu，ltiple Purpose St四 回nPI田山間g，1942， pp. 308ー9
12) lbid.， p. 317 

13) チヤタヌーヵ土的上琉で主要な主川が本川に合慌しているDで，チャタヌ ガを洪水防禦のた
めの戦略地点とした場合に，全流域にわたった合理的な洪水調節が達成されと考えられていた。
テネ γ 川の洪水調節の設計は，直接にはチ十タヌーガ地点の供水調節であった。 IhI."d.， p_ 106 
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がかからないが，その容量を大き〈する追加的費用は急速に増嵩することがわ

かった。そこで， TVAは屍防と貯水池の組合せでチャタヌーガの洪水防禦を

計画し，堤防の安全性をも考慮に入れて，その高さを60フィート，貯水池能力

を260エーカー・フィートと決定した'"。 したがって， こ己でもハイダムの建

設が望ましい洪水調節手段として選ばれたのであった。

以上のように， TVAではハイダム・システムの建設が， 流域の水運と洪水

調節にとって技術的，経済的に望ましいものと決定されたが，これは直接に多

目的ダムの建設には繋がらない。そのためには，流域のなか Eそれぞれの目的

のためにだけ利用されるダムの立地場所がそれほど豊富にない ζ と，さらにま

た，い〈つかの目的を統合することによって，高価なダムの建設費用が実際に

節約されることが明らかであることを，条件と Lて具えていなければならない。

そしてこれを通じて TVAのジ aイント・オベレーションが実現したのであっ

式こ。

しかしながら，この水運・洪水調節・電力のジョイント・オベレーションは

困難な問題を提起することになる。すなわち，洪水調節目的にとっては，貯水

池が空になっているのが望ましいのに対して，発電と水運目的にとっては，流

量を安定させるために，また落差を確保するために貯水量が大きい方が望まし

い。また水運にとっては，水路の水深を維持するために一定量の放流が必要で

あるが，発電にとっては，ピーク時に放流し，他の時間帯は貯溜しておくこと

が望ましし、。したがって，それぞれの目的が同じ〈貯水池を要求するといって

も，その利用様式は全く異なっているのである。事実上対立する，これらの諸

目的を統合し工合理的に運営する問題が，貯水池という共同施設の費用=共同

費用をどのように会計上処理していくのかという問題と同時に発生するのであ

る。

TVAは， 他の公益企業とは異なり，その会計は独立採算制度をとらず，連

邦政府の歳州予算に上って基本的に維持されることになっていた'"

14) Ibid.， pp. 105-12 
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だが他方で，電力部門については. TVA 全体の会計制度と別に独立した会

計制度をとることも規定されるようになった。その収入は連邦政Hすからの歳出

予算だけでなく，公社債発行によって資金充当する乙とができた刊》。ま yこ，そ

の電)J事業を通じる収益 (proceed) を維持・管理および建設費に廻すことが

できた1円。電力部門は，連邦動力委員会くFederalPower Commi回目的が作

成した公益企業の統一会計制度に従い， I実際に可能なかぎり 独立採算(self-

supporting and尽elf-liquidating) になる」ようにし，そのプラントが正常能

力で運転きれている場合には， ['生産費を上廻る粗収益」を生むこと，と規定

されたのであった18)。

このように. TVAは一方では， 行政体としての性格をもっていながら，他

方でその一部に公益企業を同時に内蔵していたのである。だが，行政活動の経

費と企業活動としての経費は，多目的ダム建設とその維持管理を通じて不可分

に結合していた。ここで，異種の産出の生産における節約から生じる共同費用

の処理が， TVAの活動の意味を決定する上で， 重要な問題になると同時に，

その分析は TVAにおける節約の本質を明らかにするのである。

III TVAの共同費用

TVAが決定した， 多目的貯水池建設を通じる水運目的，洪水調節目的，発

電目的の遂行ば，それぞれの単一目的にのみその費用の発生を帰着させられな

い，多目的貯水池の建設・維持・管理費の一部である共同費用を生みだした。

TVAでは， 前述の電気・水道結合公益企業とは異なり，その貸借対照表は別

別のものを作成することを義務づけられ，電力は独立採算を義務づけられたが

15) Finer， o.ραt.. pp. 180-90; Marguerite Owen. Tennessee Va1ley Authority， 1973， pp. 
63-7. TVAには，一世の連邦機関に対する項目別瞳出予算 (iteITI-byitem appropriation) と
は異なり，総額語出予算(Iump.SUIll appropriation)が連邦政府から配布されるため，あらか
じめ定められた項目に輩出予算を配分する義務は TVAにはなし そり枠のなかで自由に支出
する ζ とができた。

16) TVA法15条ロ Finer，ot. cit.， pp. 181-3 
17) 同法26長。 lbid.，pp. 187-8 
18) 同法14~集 Annual ReTm't 0.[ the T. V. A.， 1948. pp. 87-8 
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ゆえに，共同費用を明確にしまたそれを各目的に振分ける必要が生じた1ヘ
共同費用は， とりあえず単一目的の便益産出に帰着させられない費用であり，

それは多目的効用をもたらすという性格と節約をもたらすと L、う性格を具えて

いるとしよう，，，そして，この共同費用を TVAの会計で扱う場合， 2つの問

題が生じる。一つは，共同費用をどのような費用としてとらえるのかとレう問

題であり， もう一つは，その共同費用をどのような方法に基づいて各目的に配

賦するのかとし、う問題である。

この節では. TVAの共同費用とはどうい弓ものであったのかまず検討する。

TVAの多目的事業の建設費から， 直接それぞれの目的にのみ用益を与える

部分の費用，例えば，航行用のダムの間門，洪水放流用のゲート，発電設備な

どの特定の目的にだけ役立つ施設の建設費を除くと，残った費用が共同費用で

ある。しかしながら，これらはすべて同ーの意味において共同費用なのではな

い。ランズマイヤーは共同費用の概念を厳密に用いるとすれば. I二つあるい

はそれ以上の便益の産出正由走L元比率で寄与する支出J (傍点ー引用者〕と

しなければならないとしている“弘

この厳密な定義を TVAの分析に適用するときに複雑な問題が起こる。例を

ウィラ ・プロジェクトにとると，常に貯水されている状態にある標高胡6か

ら548フィートまでの貯水池は，水路0)維持と発電用。J水位を保つためのもの

であり，水運目的と電力目的にとっての共同費用である。次に548から550フィ

トの貯水池は水路調節，洪水調節，発電の目的で放流するためのものであり，

全目的にとっての共同費用であり， 第 3の550から556.3フィートの貯水池は洪

水調節と発電の目的で放流するためのものであり，この二つの目的にとっての

19) 電力料金0)Iヤードスティク」政策が 層，こりアロケ ション問題を重要にした。 Horace

M. Gray.“Joint Costs in Multiple-Purpose Projects，" American Economic RevieUJ. 

Vo1. 25， 1935. pp. 224. 228-9 
20) Ransmeier， ot. cit.， p. 1剖

21) Ibid.， pp. 177-8. つの生産過躍が二種田産出 A.B を生産する場合.Aの産出の増加に対
応してBが時少ナるとナれば.AとBとの聞には共同費用は存在しない.A<D増加に対応して同
じ比率でBも増加するときに共同費用が発生する。
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共同費用である。ここで最初の共同費用は厳密な意味での共同費用といえるが，

後三者についてはそうはならない。というのは，洪水調節は貯水池が空である

ことが望ましいのに対して，電力と水運にとっては貯水されている方が望ま L

L 、。 したがって， 496から548フィートまでの貯水池は厳密な意味で白水運目的

と電力目的にとっての共同費用を生みだすが， 548フィ ト以上の貯水池はそ

うでないのである。後者は貯水池の管理次第で，それぞれの目的にとっての便

益産出が変化する共同施設である'"。

さらにまた，共同費用を結合生産による節約にともなって発牛するとするな

らば.いわゆる規模の経済による節約も発生する。すなわち同じ貯水容量の貯

水池を得るために 2つのダムでよりも， 1つのダムで建設する方が経済的で

ある。このような節約も多目的ダムにおいて発生しているはずであり， したが

ってこれに基づく共同費用も存在するはずであるが，それは貯水容量を分割す

ることによる上の共同費用の帰属の分析からは説明きれない。そしてこの共同

費用は厳宿な意味での共同費用概念になる。

結局， TVAの共同費用は，その全目的に対する厳密な意味での共同費用で

はなく，貯水池の各レベルに応じて異なった共同性を付与されており，単一の

共同費用とし、う概念では性格づけられないものである。

明らかに，全事業投資額から直接費用を控除した結果算定された共同費用額

乞性質目黒なる共同費用に分割する乙とはできない。それを貨幣額で分割す

るためには，貯水池の建設費と貯水能力とが正比例しなければならなレが，実

際にはそうでな<，さらにダムの上層部は下層部の建設に依存しているりで，

共同費用の貨幣額と Lての分割は論理的に不可能である23〉Q

そこで， TVAはとの岡難を避けるために共同費用を多目的プロジェクトの

総費用から各目的の直接費用を除いたものとして，同ーのものとして扱い，共

同費用全体を各目的に振り分ける方法を考えたのであった。この共同費用概念

22) Ibid.， p. 186 

23) Ibid.， p. 179-89 



48 (48) 第 121巻第1. 2号

は事業目的全体の遂行にとっての節約を表わしているものではあるが，その節

約のなかには，理論上，結合生産による純粋な節約の他に，ある目的が他の目

的の犠牲となった結果生じた節約が含まれているがゆえに，事業全体の節約を

表わす指標とはなるが，事業目的全体の効果を考慮したうえでの真の節約を意

味するものではない。

したがって， TVAにおけるジョイント・オベレーションによる節約は，そ

の共同費用が，厳密な意味でのそれとある事業目的が犠牲にされた結果生れる

それとの合体されたものであるために，事業目的全体にとっての節約幸子促す可

能件と，ある特定の事業目的の節約を促す可能性との，三つを合せもつことに

なる。次に， この共同費用のアロケーション方式の分析に移り， TVAがどち

らの可能性を現実化したかを検討しよう。

IV TVAのコスト・アロケーション

TVAは電力公有化論争のただなかに生れたのであり， TVAの電力事業の

遂行とその料金問題は， TVA発足以来，論争の的となってきた。そのなかで，

TVA電力料金の決定に重要な位置をしめる多目的事業から生じる共同費用の

アロケーションは，公有化論者，公有化反対論者双方にとって，その主張を貫

くうえで，互いに譲歩できない論争点のーっとなった。なぜなら， TVAの共

同費用が電力料金基底 (ratebase)を決定する要素となるからである。「公正

に」共同費用を電力目的にアロケートする ζ とは， TVAの電力料金を民間電

力会社と競争できないほど高くすると反公有電力論者は考え，逆に，アロケー

ションは民閉会社を電力市場から駆逐することになると，公有電力論者は考え

たのであった'"

しかしながら.前節で検討したように，共同費用は本来的にい〈つかの目的

24) Ibid.， p. 217-8 また， ア弓ケ ショ γそのものにIDすする論者もいた。そり論者の一方は，
すべてむ共同費用を電力に賦課すべきだと主張し，他方は共同費用のどの部分も特定の目的に課
せられことはできないとし，直接費用のみを各々 の目的に課すべきであるとした。
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が単一の事業に結実することによって発生するものであり，各目的に分割でき

ないものとして存在したのであって，それが各目的にアロケートできるという

のは虚構にすぎなL、2ヘそれにもかかわらず，コスト・アロケーションが必要

な理由は，ランズマイヤーによれば I多目的企業が展開する場である資本主

義的経済環境に根ざしている」のであり，すなわち，政府が自由私企業との競

争に参加するや，後者の基準を受け入れなければならず，収益型公益企業の原

価決定のために，共同費用は配賦されなければならないからなのである間九

こ乙で，アロケーションはどのような方法によるにせよ，必然的に TVAと

それをとりま〈経済環境に対する政策的意志を反映するものとならざるをえな

い。次いでそのアロケーションのあり方は単に技術的な問題にとどまらず，

TVAそのものを逆に規定するようになるのである。

TVAがアロケーン/ョン方式の調査を開始したのは. 1933年 B月からであれ

TVAが発足して 3カ月後である。 この調査を担当したファノレクは翌年1月に

中間報告を. 1935年 1月に最終の公式報告を提出した。ここで提出されたアロ

ケーション方式は等額配賦法 (equalapportionment principlのであり，共

同費用を各目的に同額づっ配賦したのである。 1935年の「マスノレ・ショールズ

におけるウィルソンダムおよひP他の連邦資産の評価についての報告」は，この

アロケ ジョン方式の正当性の根拠として次のように述べている。

商事業く水運と電力 引用者〉を単の共同事業に結合させることによる総費

用の節約は共同費用給額に丁度等しい。そとで. 2つの事業が同じ〈ジ司イント・オ

ベ νーションによる節約にあずかっているのであれば，共同費用は各事業に対して五

分五分に反り分けられるべきであるということになる。各事業への単一目的費用は等

しいので，総共同費用を 2つの事業目的に等しく分割することが公正であると考えら

25) Gray，噌 cit.，pp目。-5. グレ は改のようι述べ亡し、ι「共同費用は阿らかの特定D便益
に対してz 一定の個人や集団の利益のためにではなく，一般利益のために生じるのである.それ
ゆえ，それは個々 の受益者ではなくて，社会によって広〈負担させられるべきである。」

26) Ransmeier. op. cit.， p. 219 
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れる幻》。

だが，このアロケーション方式は TVA埋事会によって実質的に承認された

にもかかわらず，実行に移されることはなかった，"

等額配賦法は，ジョイント・オベレーションへの各事業目的の平等な参加を

前提としているのであり，また共同費用が機能的に分割可能であるという考え

を排除している点で，アロケーシ三ン方式のなかでは最も合理的なものである

にもかかわらず採用されなかったnLそもそもアロケーションが恋意的なもの

である限り，残されている道は，特定の事業目的に対してより多く，あるいは

より少なくアロケートする方向しかなくなったのである。

そして，最後のアロケーション方式決定の調査となったものは， TVAがそ

の財務政策全般にかかわる調査・開発の任務にあたらせるために設けた財務政

策委員会 (FinancialPolicy Committee) によって1937年 6月から，その広範

な活動の 部として着手されたものであった。その委員会は， 1938年 6月にウ

ィルソン，ノリスおよびウィラ の 3=ダム・システムについての身替妥当支

出法 (alternativejustifiable expenditure theory)に基づくアロケーショ y

報告を提出した8引。それ以降，新たなダムが完成する度に， 1938年に確立した

方法に基づいて，新たなダム・システムについてのアロケーション報告が提出

されることになった。

この身替妥当支出法は，まず多目的システムの費用と，その合計を全体から

除いた残りである共同費用に分割する。次に，多目的シスラムの供給する各便

益に等しい産出を生みだすのに必要た代替的な単一目的システムのそれぞれの

27) Ibid.. p. 239なお，とオUまウィルゾンダムに対して言われているのであり 当ダムのi洪水調節

効果はほんのわずかなので，最初からそれはアロケーショソの対象から外されていた。
28) lbid.， p. 244. 1936年 1用のこの報告を受け取った理事会はこれを承認したが，技箭諮問委員

の反対にあい，理事会はすぐにその承認を退ぞけた。
29) Ibid.， pp. 245戸6

30) Finer，。ρ叫ん Appendix111: The Allocation 'of T目 V.A. Power Costs， the Pronta 
bility of T. V. A. Power Operations， and the“Yardstick，" pp. 253-4， Ransmeier， ot 

αt.， pp. 226-7 
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表 2 TVA3=ダム・システムりアロケーション (単位 千ドノレ)

運 洪水調節 電 力 E十

1 総 身 替 費 用 4R，334 33，210 79.230 160，774 

2 直 接 費 用 4 ，40~ 2，600 26，口59 33，068 

3 残留身替費 用 43，925 30，610 53，171 127，706 

3a残留身替費用り上じ平 34.4 24.0 41.6 100.0 

4. 共用費用のアロケージョン 22，643 15，779 27，410 65，832 

5 総 費 用 負 担 27，052 18，379 53，469 98，900 

5a総費用負担の比率 27.4 18.6 54.0 100.0 

日 韓共同費用問55，832，0 は 3a<v比率に従って配分されている.
2) 総費用負謹は2直接費用と4共同費用のアロケ ジョンを加えたもの。

Source: Ransmeier. op. ct.， p. 335 

費用を見積る。そして最後に，この身替費用すなわち各目的にとっての妥当支

出額で，名目的の便益の構成比率を評価し，この比率で共同費用をア P ケ 卜

するのである""。このアロケーショ γ方式を決定する上で，財務政策委員会が

最も重点を置いていたのは， 7ロケ ションにいたる計算手続よりも，最終的

なアロケーションの上じ率であった'"。

ランズマイヤーが指摘しているように，このアロケーション方式は等額配賦

法以上にその合理性が閥われなければならなし、。多目的システムと「等しい便

益Jを生む単一目的の「代替システムj の決定は，客観的になされるよりも，

判断に委ねられているとともに，仮説的なプロジェクト事業費の見積りには，

常に誤差がつきまとうものである。さらに，仮説的な単一代替システムは施設

が場所的に重複してしまうために，同時に存在できないものであり，現実性のな

い仮定の上で共同費用をアロケートしていることになる日〉。したがって， TVA 

が採り入れたアロケー γ ョン方式は，絶対的にも相対的にもその合理性が保証

されているものではなかったのであった。

31) Ihid.， p. 306. 
32) lbid.. p. 227 

33) lbid.. pp. 316-42 ランズマイヤーは，この方式の失点として，他に維持田管理費を古めた身
普費用の算定になコていないことと，機会費用を無視していることをあげている"
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むしろ，水運，洪水調節，電力の 3目的をアロケーションの対象とした場合

に，アロケーション問題の焦点であった電力への共同費用のアロゲーション士，

等額配賦法よりも大きいものにする意図を客観的な装いをもって実現させたの

であった。

このことを裏づける事実は， TVAのアロケーション方式の調査・研究活動

そのものの中によりも， TVA、の置かれていた社会環境の変化のなかにある。

公式の7ロケ-:/ョン方式になるはずであった等額配賦法の提出された1935年

1月は，前年にアシュワンダーらが起訴した，アラパマ電力会社資産の一部を

TVAに売却し， TVAがその電力を当会社に販売する契約 (1937年 1月4日

付〉の走止を請求し， TVAの電力への進出が違憲かどうかの審判を求める裁

判がまだ係争中であり，その最終的な判決がまだ出されていない時であヮた34'。

さらに， 1933年。 TVA法は，肥料生産などの TVA事業以外に供給される余

剰電力D生産・販売の権限を TVAに与えていたが，その余剰電力という表現

はあいまいであり，電力事業が TVAの付随的な事業以上のものであるとは明

示的には認めていなかったのであった。しかも，流域全体に電力を供給するこ

とをめざしていたリリエンソール理事と，電力開発よりもむしろ社会開発に重

点を置く A ・モルガン理事長との闘で， TVAの電力事業についての意見は一

致せず， リリエンソーノレの考えは TVAの公式的な方針にはなっていなかった

のであった則。その上，決定的なことは， TVAの電力事業についての独立採

算制を1933年の TVA法は規定せず，その条項の登場するのが， 1935年 8月の

改正法からであったことである何》。

34) lbid.， pp. 78-9. J田 ephC. Swidle and Robert H. Marguis，“TVA in Couτt: A Study 
of TV A's Constitutional Litigalion，" I(σめ叫 La'WReview， Vol 36， No. 2， Jan. 1947， pp 
304-11 こ0裁判の最高裁判決は1936年 2月17日に出された。判決は原告白差止請求を棄却した
が， TVA田合憲性については，その対象から外し，触れなかった.

35) Arthur E. Morgan， The Making 0/ the TV  A. 1974. pp. 145-6. TV A 時代についてり
回想鋸々 出したA モノレガンは， TVAり電力政置をめぐるリリェγソ ルとの患見の食違いを
述べている，例えば，チカマウガ・ダムの建設に対して， リリエンソ ルはその水運と洪水調鮪
ι与える効果が大きいにもかかわらず，その発電能力の小さいことを理由に，建設にE予すしたこ
とを，被は非難めいて述懐している。

36) Ransmeier， op. cit.，四田 71
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以上のように， 1935年 1月の時点では， TVAの総合的な事業のなかで電力

事業がまだ明確な位置を与えられていなかったのであった。 1935年 8月の TV

A法改正， 1938年 3月のA ・モノレガン追放によるリリェ γ ソールの理事会にお

ける主導権の掌握により，電力事業は TVAのなかで中心的な位置を与え bれ

るようになり， 1938年 6月のアロケーション方式の決定へと進んだのであった。

そLτ，等額配賦法よりも多く電)J部門に共同費用主アロケートする乙とは，

法外に安価な電力料金とし、う，公有電力反対論者の TVA攻撃の論拠を崩し，

TVA電力士流域に拡張していくための政策的手段となった。

V TVAの共同費用財務

TVAのジョイント・オベレーシ三ンは河川統制にかかわる複数の事業を単

一のシステムで運営す芯ことによって実現した。それはその管理の技術的困難

きを含みながらも，事業全体にとって大きな節約をもたらすという点で優れた

ものであった。この節約は水運，洪水調節，電力という異なった目的を同時に

追求するなかで生じたものである。この節約の別の表現でもある共同費用が，

グレーの言うように，正しし特定の個人によってではなし社会一般によっ

て賄われるならば，私企業の単一目的の水力発電プラントは，公的に所有され

た多目的の水力プラントによって置き換えられてしまったであろう叩。

しかしながら， TVAはその道を選ばずに， TVAとし、う企業を電力事業と

他の事業とに分割してしまい，共同費用をも分割LてLまった。 TVAを財務

上分割する ζ とは，多目的事業全体として 0)経済を確保することを意味白ない

ものにしてしまう。 TVAの進歩性であるジョイント・オベレーションはその

意義を喪失し，多角的公企業であったはずの TVAは，単に民間電力会社と競

争する一つの巨大電力会社に転換させられてしまうのである則。

37) Gray'. 0.ρ cit.， p. 235. 
38) ヤードーステイク」政策による公益企業統制の手段は.まさに TVAを私有公益企業の料金

統制の手闘にするよりも， TVAを私有公益企業の遅れた技情的田制度的水準に押し下げるうえ
で役に立ったといえるロしたがって， Iヤ ド，ステイク」政策は TVAによる民間電力会柾ン〆
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TVAをこのような方向に導びいた決定的な意義を有する財務政策は， 1935 

年の TVA法の改正である。 1935年改正法は， TVAの電力事業の独立採算に

よる経営と，電力事業だ汁分離した会計報告を提出することを規定し 5千万

ドルまでの公社債発行権を与えた。すなわち， TVA電力の卸売料金は，全営

業費用を償い，償却電力施設への投資の減価償却を通じた回収を義務づけおの

であった"九そして， 1939年 1月に，テネシー電力会社などが訴えた， TVA白

違憲性を問う裁判の判決が出され， TVAの電力事業はその合憲性を証明され

ることとなった制。同年の 2月には，テネシー電力会社の資産買収が決定され，

その費用を調達するために， 1939年 6月，再び TVA法が改正され，公社債の

発行限度額が 1億ドルにまで引上げられた."。

次いで， 1948年の政府企業歳出予算法 (GovernmentCorponitions Appro-

priation Act of 1948) の第2章は， TVAにその純電力収益から財務省に，

未決済の公社債に対して 250万ドルを下らない額の償還をすることと， 1958年

までに総額87，059，810ドルに達する公社債に対Lて十分な元利を償還することs

そして総額348，239，240ドルが完済されるまで1口年間等額の支払をすることを義

務づけた。さらに，新規の電力施設に対する歳出予算は，当該施設が運転を開

始してから40年を越えない期間で返済することを義務つけた則。ここで TVA

はその独立採算制を一層強化させたのであった。最終的に， TVAの電気事業

を完全に財務上一つの独立企業に転換させてしまったのは， 1959年の TVA法

の改正である。これは，電力施設への純歳出予算投資に対する利子を財務省発

¥の統制ではなく，民間電力会社による，競争を通じたTVAv統制であったと言った方が正確で
あろう。

39) Ransmeier， 0，ρcit.， pt. 69-71; Thl! Ann11.171 RI!Pnrt nf T. V A.， Hl48， pp. 87-8 
40) Ransmeier， ot. cit.， pp. 80-1; ]. C. Swidler and R. H. Marguis， o.ρcit.， pp. 311-20 
41) この期間，とりわけ1933年の創設から1938年までの期闘を，グνイザーは“日ghtingy同居"

と呼び， TVAのそれ以後の事業活動を世定した期間とみている。その期聞の電力収益はわずか
であり，よ93S事業年度から訴車な電力収入り伸びが現れた。 M.G. Glaeser， ptめlic Utilities 

in Amen:can Ca.戸臼lism，1957， PP. 538-9， 550， 561. 
42) Annual Report oj、theT. V. A.， 19岨¥， Financia.1 Statements as of June 30. 1948， pp 

A 9-10 
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行の市場公債の平均利子率で支払うことと. 1961会計年度からこの歳出予算を

返済することを TVAに義務づけたのであった。そして，この返済計画は，最

初の 5年間で年 1千万ドル，次の 5年間で 1千 5百万ドノレ，あとは10億ドル返

済するまで年2千万ドルの返済額と決められた'"ここに至って，これまでの

歳出予算さえ財務省からの融資と見なされ. TVAの電力事業は完全にその総

合的事業から切り離され独立してしまうのである。

このようにして. 1935年に足を踏みだし，ますます強められる一方の電力事

業の独立採算制は，電力事業における電力純収益の大きさを. TVA全体の運

蛍にとっτ最大の関心事にするのである。もはや，多目的事業追求による節約

を TVA全事業のものとして確保することの意義は遠のき，電力市場を広げ，

より多くの電力を販売L. より多くの電力純収益をあげることが TVAの企業

論理となる“九

1940年のデータによると，電力 1キロワヅト時のコストは，多目的ダムの水

力発電で0.487ミル，単一目的の水力発電で1.930ミル， 火力プラントで4.156ミ

ルとなっている4日。ここからわかるように，多目的ダムの経済性は，単一目的

の水力プラントや，火力プラントと較べて数段優れているにもかかわらず，

TVAは電力生産の拡大のために， 火力プラントの建設を1950年代の前半以降

加速度的に進めてゆき. 1954年には，多目的水力プラントの資産額を火力プラ

ントが越えることになった“ら

その結果，表 3に表れているように. TVAの全資産額のうち，電力資産が

1950年には60%唱 1960年には80%を越え，電力資産のうち多目的ダム電力資産

43) Anllual Repo阿 aj'rhe T. V. A.， 1960， Fil悶Ilcial SlaL~m\!nt.S <1:' o[ Junヒ 30，1960， p. 
A 10. 

44) Eli Wilson Clem田 高 Ecol1omicsand Fublic Utilities， 195U.竹中龍雄監副， ~公益企業経

済論~ 1仏有4年?下巷431ヘージョ 1947年には. TVAはt形成区域のほとんど2倍におよぶ地域に
送電するようになったJ

45) Annual RゆortQf' the T. V. A.， 1940.且eportof the Comptroller， p. 46. 
46) 1946年iこは，発電量のわずか2.5刊が火力プラ γ トから発電されていたのに過ぎなかったが，

1954年には51%に，翌年には62%になる.Glaeser， ot. cit.， p. 553 
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表 3 TVAの資産と共同費用 (単位:100万ドル〕

I 1蜘 I1945 1950 I 1悶 I19印 I19白

1 全 資 産 342 790 920 1，775 2，374 2，985 

2 電 力 資 産 192 439 555 1，379 1，940 2，467 

3 差b 日 的 ダ ム 106 267 317 394 401 461 

4 単一目的ダム 05 44 46 61 61 61 

5 火力プラ ン卜 6 28 29 568 997 1，294 

6 他 85 10日 166 356 482 651 

7 スf、 運 資 産 63 145 154 158 188 248 

8 洪水調節資産 36 151 165 184 184 185 

9 130 346 415 424 

10 電力へのアロケージ E 52 138 152 174 174 178 

A 2./1 56.2 55.6 60.3 77.7 81.8 82.6 

E 3./2 55.3 60.8 57.2 286 20.7 18.7 

C 9./1 38.1 43.8 40.9 23.4 17.4 14.2 

D 10./2 27.1 31.5 27.4 12.6 8.9 7.2 

E 10./3 49.0 51.8 48.0 44.2 43.1 38.5 

F 電)Jへのアロケ-'，/"，，/率 40.0 40.0 40.5 42.0 42.0 42.0 

。資産額はすべて固定資産額甲合計であり，時価償却分を控燥していない。
2) Fはアロケ ジョン報告によって定められた各年度の多目的システムにおけるアロケーション

事ー
Source: Ann国 1Report of the T. V. A. (each year) 

が1945年の60%から， 1960年にはわずか2日%になる。また電力資産中にしめる

アロケートさわした共同費用としての資産額の比率は， 1945年の 3割から 1960年

以降は 1割にも満たないものになっている。これは電力に対する共同費用のア

ロケーションの比率を40%から42%に上げているにもかかわらず，それ以上に

共同費用の負担が電力事業全体にとって小さなものになった結果である。そ L

て， この傾向は，ジョイント・オベレーション官通じる事業全体の経済性を追

求するなかで，電力事業の経済性を確保することがますます無意味なものにな

って智ていることをしめし亡いる。 Lたがって，アロケーンョンの比率さえ，

もはや TVAにとって重要な問題ではなくなったと言ってよいりであるo

TVAはその電力事業に独立採算制を導入したことによって， ジョイント・
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行の市場公債の平均利子率で支払うことと. 1961会計年度からこの歳出予算を

返済することを TVAに義務づけたのであった。そして， この返済計画は，最

初の 5年間で年1千万ドル，次の 5年間で 1千 5百万ドル，あとは10億ドル返

済するまで年2千万ドルの返済額と決められた則。ここに至って， これまでの

歳出予算さえ財務省からの融資と見なされ. TVAの電力事業は完全にその総

合的事業から切り離さ礼独立してしまうのである。

このようにして. 1935年に足を踏みだし，ますます強められる一方の電力事

業の独立採算制は，電力事業における電力純収益の大きさを. TVA全体の運

営にとっ亡最太田関心事にするのである。もは十，多目的事業追求による節約

を TVA全事業のものとして確保することの意義は遠のき，電力市場を広げ，

より:多くの電力士販売し，より多〈の電力純収益をあげることが TVAの企業

論理となる4UO

1940年のデ タに上ると，電力 1キロワ ν ト時のコス lは，多目的ダムの水

力発電で0.487ミル，単一目的の水力発電で1.930ミノレ， 火力プラントで4.156ミ

んとなっている“九ここからわかるように，多目的ダムの経済性は，単一目的

の水力フラ γ トや，火力プラントと較べて数段優れているにもかかわらず，

TVAは電力生産の拡大のために， 火力プラントの建設を1950年代の前半以降

加速度的に進めてゆき. 1954年には，多目的水力プラントの資産額を火力プラ

γ トが越えることになった4へ
その結果，表3に表れているように. TVAの全資産額のうち，電力資産が

1950年には60%. 1960年には80%を越え，電力資産のうち多目的ダム電力資産

43) Annual Report Qf' the T. V. A.， 1960， Financial Slalernenti. as uf June 30， 1960， P 

A 10 
44) Eli Wilson Clemens， EcoJ1omics and Fublic Utilities， 1950，竹中龍雄監訳『公益企業経

済論J1954年，下巻431ヘージ。 1947年には. TVAは流域区域のほとんど2倍におよぶ地域に
送電ずるようになった J

45) An附?

46町) 194岨6年には，発電畳のわずカか、2.5%が止力プラント治か3ら発電されていた申に過ぎな念か、つたが，
195-t竿には51%に，翌年には62%になる~ Glaeser， 0;ραt.， p. 553 
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オベレーションとしての優位性を求めることをその使命とするのではなし逆

にそれを振り捨ててまで，電力純収益を電力市場の拡大を通じて獲得すること

を第一義的な論理としたのであった判。 1933年の TVA法22，23条で， 流域の

総合的な開発をしてゆ〈ための調査と計画の権限を TVAは与えられていたが，

この条項はほとんど利用されることなく，創設以来設けられていた地域計画部

局でさえ， 193~年には廃止されてしまったのである'" TVAはその総合的事

業から独立した電力事業がすべてとなり，完全に一個の電力会社になったので

ある。

VI まとめ

以上の検討全通じて，公企業におけるジョイ Y ト・オベレーツョンによる節

約の論理と収益動機とは両立困難なものであることがわかった。前者は水資源

開発の社会化に対応して登場してきた論理であるのに対して，後者は，少な〈

ともグレイの述べた私企業に取って替る進歩的な公企業の論理ではなL、。むし

ろ伝統的な私企業の論理である。 TVAは水資源開発の社会化が要求した多角

的公企業としての論理を放棄し後者の論理をとった。そこでは，共同費用は

管理できないものとなり，それを何の合理性もなしに各事業目的にアロケート

することだけが残された。したがって，これは企業の経済性を確保す吾戦略に

はならず，むしろ他の競争する単一目的私企業に対する政策として採用された

のであり，市場収益を確保するための市場政策の つにしか過ぎないのである。

市場戦略が TVA0)行動を決定する唯一の動機になるのである。 1938年のアロ

ケーション決定は， ιのιとをしめすーっり指標となったのであった伺〉。

47) TVAは電力市場甚大のために，その基本的な配置組厳である都市自治体と電力協同組合だけ
でなく. 1936年からはアノレヨアをはじめとする生産企当主に直接売電するほか， 原子力蚕員会
(AEC)への売電を拡大した。 AECへの売電は1943年に始まり， 1957年には317億キロワット時，
TVA電刀白55%をしめるまでになった作 Annua1Report 01、 theT. V. A.. 1964. p. 32 

Glaeser， op. cit.， pp. 552-3，クレメンズ前掲書，岨0-1，434ベージ。
48') Martha D町 thik.Ret:meen Staj;p and Natioη RegionaZ 07富山uzationof the United 

States. 1974， p. 22; Norman I. Wengert， VaZley of Tomo庁出v;The TVA and Agrτ 

cultu四， 1952，四 8-9，136 7 
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他方，私企業の多角化戦略は，その生産過程におけるジョイント・オベレー

がョンによる節約をめざすものではなし市場戦略としての，すなわち安定的

な市場を拡張するための製品の多角化であり，公企業の多角化の論理とは本質

的に異なっていたのである5ペむしろ，市場の無政府性をそのまま反映したも

のであり，それは近代的な経営管坦制度を生みだしたとはいえ，歴史的に先準

的な経営様式 Eはなかったのである。それは市場収益率の管理をめざしたもの

であり，多角的生産企業としての経済を管理するものに進化するものではない

のである。

TVAは多角的公企業たりえなかったが， 生産の社会化の進展は，新Lぃ多

角的公令業の成立を求めている正いえる。

49) シリアシ=ワントラップは水資源開発がますます巨大で，公共約で，多目的な形態をとるよう
になってきておむ白それは，共同費用申配日賦問題をいくつかの重要な政策問題〔桂済的適合性，
償還，存住形成ヤード ステイク，契約形態)とますます深い関需にさせてきていると述べて
いる。 S.V. Ciriacy-Wantrup，“Cost Allocation in Relation to Western Water Policies:' 

.Jou円 'lalo.f Farm Ec町田η1ics.Vol. 36， No. 1. Feb. 1954. p. 108 

50) 下川浩一「米国大企業における事業部制成立の歴史的一考察州司Jr富大経済論集~ 12巻1，2 

号. 1966年5.6月。


